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1. はじめに

第7次エネルギー基本計画は、2024年

5月より、総合資源エネルギー調査会基本

政策分科会および関連する審議会等におい

て、議論を重ねてきた。2024年12月には

「GX2040ビジョン」、「地球温暖化対策計画」

と一体的に政府案を提示、その後、パブリッ

クコメント等を経て、2025年2月18日に閣

議決定された。本稿では、そのポイントにつ

いて述べたい。

2. 第7次エネルギー基本計画の基本的な方向性

第6次エネルギー基本計画策定以降、わず

か3年あまりでわが国を取り巻くエネルギー

情勢は大きく変化した。具体的には、2022

年2月に勃発したロシアによるウクライナ侵

略や中東情勢の緊迫化などの経済安全保障上

の要請が高まることとなった。また、 DXや

GXの進展により約20年間減少傾向にあっ

た電力需要が増加していくことも見込まれる

ようになった。さらに、世界各国では、カー

ボンニュートラルに向けた野心的な目標を維

持しつつも、多様かつ現実的なアプローチを

拡大させている。欧州のグリーンディールの

ように、エネルギー安定供給や脱炭素化に向

けたエネルギー構造転換を経済成長につなげ

るための産業政策が強化されている。こうし

た国内外の情勢変化を十分踏まえた上で、第

7次エネルギー基本計画は策定された。

第7次エネルギー基本計画は、エネルギー

政策と産業政策を一体的に検討する必要が

あるとの考えの下で、「GX2040ビジョン」

と一体的に検討を進めることとした。特に、

DXやGXの進展による電力需要増加が見込

まれる中、それに見合った脱炭素電源を確保

できるかがわが国の産業競争力に直結する状

況であることを踏まえ、2040年に向けたエネ

ルギー政策の方向性を以下の通り提示した。

まず、すぐに使える資源に乏しく、国土を

山と深い海に囲まれるなどのわが国の固有事
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情を踏まえれば、エネルギー安定供給と脱炭

素を両立する観点から、再生可能エネルギー

を主力電源として最大限導入するとともに、

特定の電源や燃料源に過度に依存しないよう

バランスのとれた電源構成を目指していく必

要がある。

次に、エネルギー危機にも耐えうる強靭な

エネルギー需給構造への転換を実現するべ

く、徹底した省エネルギー、製造業の燃料転

換などを進めるとともに、再生可能エネル

ギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与

し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する。

さらに、2040年に向け脱炭素化を進めて

いく上では、従来よりも限界削減費用が高い

対策についても導入を進める必要があるが、

経済合理的な対策から優先的に講じていくと

いった視点が不可欠であり、S+3Eの原則に

基づき、脱炭素化に伴うコスト上昇を最大限

抑制するべく取り組んでいく。

3. 主要分野における対応

第7次エネルギー基本計画の主要分野にお

ける対応の方向性については、以下の通り示

した。
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エネルギー危機にも耐えうる需給構造への

転換を進める観点で、わが国が取り組んでき

た徹底した省エネの重要性は不変である。加

えて、今後、2050年に向けて排出削減対策

を進めていく上では、電化や非化石転換が今

まで以上に重要となる。具体的には、半導体

の省エネ性能の向上、光電融合など最先端技

術の開発・活用、これによるデータセンター

の効率改善を進める。また、工場等での先端

設備への更新支援を行うとともに、高性能な

窓・給湯器の普及など、住宅等の省エネ化を

制度・支援の両面から推進する。トップラン

ナー制度やベンチマーク制度等を継続的に見

直しつつ、地域での省エネ支援体制を充実さ

せる。

また、DXやGXの進展による電力需要増加

が見込まれる中、データセンター・半導体工場、

素材産業などの基幹産業は、いずれもわが国

の経済成長、地方創生、国民生活に不可欠な

ものである。特に、サプライチェーン全体で

の脱炭素化が世界的に求められる中で、これ

らの国内投資に必要な脱炭素電源を国際的に

遜色ない価格で安定的に確保できるかが、わ

が国の経済成長や産業競争力に直結する状況

である。脱炭素電源の確保ができなかったた

めに、国内産業立地の投資が行われず、日本

経済が成長機会を失うことは、決してあって

はならない。こうした中で、再生可能エネル

ギーか原子力かといった二項対立的な議論か

ら脱却し、再生可能エネルギー・原子力をと

もに脱炭素電源として最大限活用していくこ

とが必要不可欠である。脱炭素電源の確保に

加えて、それに向けた事業環境の整備・ファ

イナンス環境の整備にも取り組んでいく。

その上で、再生可能エネルギーについて、

主力電源化を徹底し、地域との共生と国民負

担の抑制を図りながら最大限の導入を促して

いく。こうした中で、ペロブスカイト太陽電

池や浮体式洋上風力の導入拡大、次世代型地

熱の社会実装等を進める。

原子力については、安全性の確保を大前提

に、地元の理解を得ながら、再稼働の加速化

に取り組むとともに、次世代革新炉の開発・設

置の具体化、再処理や最終処分を含むバック

エンドプロセスの加速化等に取り組んでいく。

火 力 は、 ト ラ ン ジ シ ョ ン 手 段 と し て

のLNG火 力 の 確 保、 水 素・ ア ン モ ニ ア、

CCUS等を活用した火力の脱炭素化を進め

るとともに、予備電源制度等の措置について

不断の検討を行う。また、東南アジアは、わ

が国と同様、電力の大宗を火力に依存し、ま

た経済に占める製造業の役割が大きく、脱炭

素化に向けて共通の課題を抱えている。こう

した中で、AZECの枠組みを通じて、各国

の事情に応じた多様な道筋による現実的な形

でアジアの脱炭素を進め、世界全体の脱炭素

化に貢献していく。

また、水素等は、幅広い分野での活用が期
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待される、カーボンニュートラル実現に向け

た鍵となるエネルギーであり、各国でも技術

開発支援にとどまらず、資源や適地の獲得に

向けて水素等の製造や設備投資への支援が起

こり始めている。こうした中でわが国におい

ても、技術開発により競争力を磨くとともに、

世界の市場拡大を見据えて先行的な企業の設

備投資を促していく。社会実装に向けては、

2024年5月に成立した水素社会推進法等に

基づき、「価格差に着目した支援」等により

サプライチェーンの構築を強力に支援し、さ

らなる国内外を含めた低炭素水素等の大規模

な供給と利用に向けては、規制・支援一体的

な政策を講じ、コストの低減と利用の拡大を

両輪で進めていく。

化石燃料については、安定供給を確保しつ

つ現実的なトランジションを進めるべく、資

源外交、国内外の資源開発、供給源の多角

化、危機管理、サプライチェーンの維持・強

靭化等に取り組む。特に、現実的なトランジ

ションの手段としてLNG火力を活用するた

め、官民一体で必要なLNGの長期契約を確

保する必要がある。2040年度エネルギー需

給見通しでは、革新技術の普及拡大が進まず、
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2040年73％というNDCの実現に至らない

ケースも想定して、LNG必要量を算出した。

CCUSは、電化や水素等を活用した非化

石転換では脱炭素化が困難な分野においても

脱炭素を実現できるため、エネルギー安定供

給、経済成長、脱炭素の同時実現に不可欠で

あり、CCS事業への投資を促す支援制度の

検討、コスト低減に向けた技術開発、貯留地

開発等に取り組む。

銅やレアメタル等の重要鉱物については、

国民生活および経済活動を支える重要な資源

であり、DXやGXの進展や、それに伴い見

込まれる電力需要増加の対応にも不可欠であ

る。鉱種ごとにさまざまな供給リスクが存在

しており、安定的な供給確保に向けて、備蓄

の確保に加え、供給源の多角化等に取り組ん

でいく。

4. 2040年度エネルギー需給の見通し

第7次エネルギー基本計画の関連文書とし

て2040年度エネルギー需給の見通しも同時

に示した。これは、2040年度温室効果ガス

73％削減、2050年カーボンニュートラル実

現といった野心的な目標に向けて、将来から

バックキャストする考え方の下、一定の技術

進展が実現することを前提とした、将来のエ

ネルギー需給の姿を示したものである。

この2040年度エネルギー需給の見通し

において、エネルギー自給率は2023年度

15.2％から2040年度3−4割程度、発電電

力 量 は2023年 度9,854億kWhか ら2040

年 度1.1−1.2兆kWh程 度 ま で 拡 大 す る。

電源構成に占める割合は、再エネが2023年

度22.9％から2040年度4−5割程度、原子

力が2023年度8.5％から2040年度2割程

度、火力が2023年度68.6％から2040年度

3−4割程度となっている。

また、新たなエネルギー需給見通しでは、

上記で示したNDC（2040年度73％削減）

実現に至る場合に加え、2040年度までに革

新技術の大幅なコスト低減等が十分に進ま

ず、既存技術を中心にその導入拡大が進展

する技術進展シナリオ（2040年度61％削

減に相当）も参考値として提示した。この

場合、天然ガスの一次エネルギー供給量が、

2023年度6,632万tであるところ、2040年

度NDC実現に至る場合は5,300−6,100万

t程度と見込まれる一方、技術進展シナリオ

では7,400万t程度との見通しとなる。

5. おわりに

エネルギーは国民生活や経済活動の基盤で

あり、わが国の産業競争力強化や経済成長の

実現は、いまやエネルギー安定供給と密接不

可分の関係にある。こうした中において、エ

ネルギー基本計画をGX2040ビジョンと一体

的に遂行するとともに、今後、政策のさらな

る具体化を進めることが重要だと考えている。


